
新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業補助金交付要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業補助金交付要綱

（以下「市要綱」という。）の実施に必要な事項を定めるものとする。な

お、事業に係る補助金の交付等に関しては、新潟市補助金等交付規則（平成

１６年３月３０日規則第１９号、以下「市補助金規則」という。）に定める

もののほか、この要領の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要領における用語の意義は、市要綱に定めるところにより、市要

綱に定めのないものについては次の各号に定めるところによる。 

 （１）申請者 補助金の交付申請をする者。ただし、一の罹災証明番号の世

帯の構成員を代表する一人に限る。 

（２）対象工事の施工者 交付決定対象工事に係る内訳証明書に記載のある

工事を施工する者又は施工した者 

（３）交付決定済額 既に交付決定している補助金の額 

 （補助金の交付申請） 

第３条 申請者は、次の各号に定めるところにより、交付申請を行う。 

（１）申請者は、申請時点において対象工事の代金の支払いが完了していな

い場合は、補助金交付申請書（別記様式第１号）に、別表１に掲げる書類

を添付し、令和８年２月２７日までに市長に提出するものとする。 

（２）申請者は、申請時点において対象工事の代金の支払いが完了した場合

は、補助金交付申請書兼実績報告書（別記様式第２号）に、別表１に掲げ

る書類を添付し、令和８年３月３１日までに市長に提出するものとする。 

（３）申請者が２回目の交付申請を行うときは、第５条第１項又は第１０条第３項に規

定する交付決定の後とする。 



２ 前項の規定にかかわらず、新潟市液状化被災宅地等復旧支援事業補助金交

付要綱第６条第１項の交付の決定を受けた同要綱に規定する被災宅地等にお

いては、前項の交付申請をすることはできないものとする。 

（事務手続の代行） 

第４条 申請者は、補助金の申請に係る事務の手続きを第三者に代行させるこ

とができる。 

（補助金の交付決定） 

第５条 市長は各号に定めるところにより、交付決定をする。 

（１）第３条第１項第１号の規定による申請を受理したときは、当該申請内

容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、その旨を補助金交付（不

交付）決定通知書（別記様式第３号）により、当該申請者に通知するもの

とする。 

（２）第３条第１項第２号の規定による申請を受理したときは、当該申請内

容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定する。 

２ 市長は、予算の範囲内において補助金の交付を決定するものとする。 

３ 市長は、市要綱別表に規定する補助金の限度額と交付決定済額の差を超え

ない範囲内において補助金の交付を決定するものとする。 

４ 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達

成するために必要な条件を付すことができる。 

（補助事業の変更） 

第６条 補助事業の変更は次に掲げる軽微な変更に限る。 

（１） 対象工事に係る変更で、交付決定後の補助金額を超えないもの 

（２） 代理人の変更 

（３） 対象工事の施工者の変更 

（補助事業の廃止） 



第７条 第５条第１項の規定により補助金の交付の決定を受けて補助事業を行

う者（以下「補助事業者」という。）は、当該交付決定を受けた補助事業を

廃止しようとするときは、速やかに廃止承認申請書（別記様式第４号）を市

長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は前項の規定による申請を受理したときは、当該申請の内容を審査

し、その廃止を承認したときは当該承認に係る補助金の交付の決定を取り消

し、その旨を廃止承認・交付決定取消通知書（別記様式第５号）により補助

事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第８条 第５条第１項第１号の交付決定通知を受けた補助事業者は補助事業の

完了後速やかに、実績報告書（別記様式第６号）に別表２に掲げる書類を添

付し、令和８年１２月２５日までに市長に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、第５条第１項第１号の交付決定毎に実績報告書を提出する

ものとする。 

（代理受領）  

第９条 申請者は、第３条第１項第１号の規定による申請をするときは、補助金の受領

を、当該対象工事の施工者に委任する方法（以下「代理受領」とする。）により行うこ

ととする。 

（補助金の交付） 

第１０条 市長は、第８条の規定による実績報告を受理したときは、当該報告

内容を審査し、適当と認めたときは交付決定をした額の範囲内において補助

金の額を確定し、その旨を補助金確定通知書（別記様式第７号）により補助

事業者に通知する。 

２ 前項に基づき補助事業者に補助金の額の確定した旨を通知したときは、対

象工事の施工者に代理受領額確定通知書（別記様式第７号の２）により通知



し、補助金を交付するものとする。 

３ 市長は、第５条第１項第２号の規定により交付決定したとき、交付決定額

の範囲内において補助金の額を確定し、その旨を補助金交付決定及び確定通

知書（別記様式第８号）により補助事業者に通知し、補助金を補助事業者に

交付するものとする。 

（補助金の交付決定の取消し） 

第１１条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、補助金の交付の決定を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他の不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

（２） 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（３） その他関係法令及びこの要綱の規定に違反したとき。 

２ 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用が

あるものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による取消しをした場合は、補助金交付決定取消通

知書（別記様式第９号）により、補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１２条 市長は、前条第１項の規定による取消しをした場合において、当該

取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に

対し、補助金返還命令書（別記様式第１０号）により期限を定めてその返還

を命ずるものとする。 

（関係書類の整備及び保存） 

第１３条 補助事業者は、当該補助事業における経費の収支を明らかにした書

類及び帳簿を備え、当該工事の完了した会計年度の終了後５年間保存しなけ

ればならない。 

（財産の処分の制限） 



第１４条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産

等の耐用年数を勘案して適当な期間、善良なる管理者の注意をもって管理す

るとともに、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸付け、又は担保にしてはならない。 

 （協力） 

第１５条 市長は、補助事業者に対し、アンケート、調査その他の協力を求め

ることができる。 

（書類提出の方法） 

第１６条 市長は、第３条、第７条及び第８条に係る書類の提出方法を別に定

めることができる。 

（申請者の責務） 

第１７条 申請者は、誠実に補助事業を行うとともに、紛争防止に努めなければならな

い。 

２ 対象工事を行う住宅の申請者以外の所有者から、補助事業の実施について承諾を受け

ること。 

（様式） 

第１８条 この要領による申請書、その他の書類の様式は、別表３に掲げると

おりとする。 

（その他） 

第１９条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和６年１月２４日から施行する。 



（要領の失効） 

２ この要領は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 

（ 補助金の交付申請等の特例） 

３  令和６年１月１日から令和６年１月２３日までの間に事業に着手した補助対象者

は、補助金の交付を申請することができる。 

附 則 

 この要領は、令和６年２月７日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和６年２月２９日から施行する。 

 （補助金の交付申請の特例） 

２ 要綱附則第２項の規定により要綱第５条第３項第２号の適用を受ける補助事業者が第

３条に規定する補助金の交付申請を行う場合、別表第１に掲げる書類に加え、要綱附則

第２項に規定する「応急修理実施連絡書（様式第５号）」の写し及び同応急修理実施連

絡書に添付の「修理見積書（写）」の写しを添付しなければならない。 

（補助事業の変更の特例） 

３ 令和６年１月２４日から施行日の前日までの間に交付申請を行った補助事業者は、要

領第６条の規定にかかわらず、補助金変更申請書（別記様式第１１号）に工事見

積書の内訳証明書（別記様式第１１号の２）、対象工事の施工前写真（追加

変更部分に限る）及びその他市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出

することができる。ただし、罹災証明書に記載の住家の被害の程度が準半壊及び一部損

壊の場合を除く。 

（補助事業の変更の特例の追加書類） 

４ 要綱附則第２項の規定により要綱第５条第３項第２号の適用を受ける補助事業者が前

項に規定する補助金変更申請を行う場合、前項に規定する書類に加え、要綱附則第２項



に規定する「応急修理実施連絡書（様式第５号）」の写しおよび同応急修理実施連絡書

に添付の「修理見積書（写）」の写しを添付しなければならない。 

（補助金変更申請書の提出期限） 

５ 附則第３項の規定による補助金変更申請書の提出期限は令和７年２月２８日とする。

ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。 

（変更交付決定） 

６ 市長は附則第３項の規定による補助金変更申請書を受理したときは、当該申請内容を

審査し、予算の範囲内において交付の適否および補助金の額を決定する。 

（交付決定変更通知） 

７ 市長は前項による決定を、補助金交付（不交付）決定変更通知書（別記様式第

１２号）により通知するものとする。 

 （実績報告の特例） 

８ 要綱附則第２項の規定により要綱第５条第３項第２号の適用を受ける補助事業者が第

８条第１項に規定する実績報告を行う場合、別表第２に掲げる書類に加え、傾斜修繕工

事の実施が確認できる書類を添付しなければならない。 

附 則 

 この要領は、令和６年３月１４日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和６年８月１３日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和６年１０月７日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和７年１２月２６日から施行する。 

別表１（第３条関係） 



申請時点において対象

工事の代金の支払いが

完了していない場合の

添付書類（第３条第１

項第１号） 

工事見積書の内訳証明書（別記様式第１号の２） 

罹災証明書の写し 

建物の全景写真 

対象工事の施工前写真（被害の状況がわかる写真） 

住民票の写し（申請者と世帯主が異なる場合のみ）

（コピー可） 

その他市長が必要と認める書類 

申請時点において対象

工事の代金の支払いが

完了している場合の添

付書類（第３条第１項

第２号） 

工事費内訳証明書（別記様式第２号の２） 

罹災証明書の写し 

建物の全景写真 

対象工事の施工前写真（被害の状況がわかる写真）

及び施工後の状況が確認できる写真 

傾斜修繕工事の施工状況写真（傾斜修繕工事を含む

場合に限る） 

対象工事に要した経費に係る領収書の写し 

住民票の写し（申請者と世帯主が異なる場合のみ）

（コピー可） 

その他市長が必要と認める書類 

別表２（第８条関係） 

工事費内訳証明書（別記様式第６号の２） 

罹災証明書の写し 

建物の全景写真 

対象工事の施工前写真（被害の状況がわかる写真）及び施工後の状況が確認

できる写真 



傾斜修繕工事の施工状況写真（傾斜修繕工事を含む場合に限る） 

対象工事に要した経費に係る請求書の写し 

補助事業の変更に係る書類 

その他市長が必要と認める書類 

別表３（第１８条関係） 

様式 様式の名称 

別記様式第１号 新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業補助金交付申請書 

別記様式第１号の２ 工事見積書の内訳証明書 

別記様式第２号 新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業 補助金交付申請書兼

実績報告書 

別記様式第２号の２ 工事費内訳証明書 

別記様式第３号 新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業 補助金交付（不交付）

決定通知書 

別記様式第４号 新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業 廃止承認申請書 

別記様式第５号 新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業 廃止承認・交付決定

取消通知書 

別記様式第６号 新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業実績報告書 

別記様式第６号の２ 工事費内訳証明書 

別記様式第７号 新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業 補助金確定通知書 

別記様式第７号の２ 新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業 代理受領額確定通知

書 

別記様式第８号 新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業 補助金交付決定及び

確定通知書 

別記様式第９号 新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業 補助金交付決定（及



び確定）取消通知書 

別記様式第１０号 新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業 補助金返還命令書 

別記様式第１１号 新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業 補助金変更申請書 

別記様式第１１号の２ 工事見積書の内訳証明書 

別記様式第１２号 新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業 補助金交付（不交付）

決定変更通知書 

 



【支払前：代理受領の場合】 

別記様式第１号（第３条関係） 

申請日   年  月  日 
 

新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業 
補助金交付申請書 

 

新潟市長 中原 八一 様 

新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。 

なお、本申請書兼実績報告書及び添付書類に記載の事項は事実に相違ありません。  

罹
災
証
明
書
か
ら
転
記 

罹災番号        

世帯主住所 ☐ 現住所と同じ ☐ 現住所以外 新潟市  区 

世帯主氏名 ☐ 申請者と同じ ☐申請者と異なる ➡ 世帯主氏名（         ） 

住家の被害の程度 □一部損壊 □準半壊 □半壊 □中規模半壊 □大規模半壊 □全壊 

被災物件種別 ☐ 専用住宅   ☐ 併用住宅（店舗、事務所などを併設） 

住宅の建て方 
☐ 戸建住宅    □長屋 □多世帯住宅（生活スペースが分離しているもの） 

☐ 共同住宅 ➡ ☐ 専用部：個人申請 ☐ 共用部：合算申請（申請戸数   戸） 

補助対象要件 
に関する確認 

☐ 本補助事業により修理し住み続ける予定です。 

☐ 本住宅は賃貸住宅ではありません。 

☐ 本補助事業の対象経費は、他の補助事業の対象経費とは重複しません。 

☐ 申請内容は本補助金に係る要綱・要領に定める各条項に適合します。 

確認事項 ☐ 
私の世帯に暴力団員又は暴力団等と関係を有する者はいません。 

必要に応じて市が警察に照会する場合は別途必要な書類の提出を行います。 

代理受領の確認 

☐ 
本補助金交付要綱の取扱要領第９条の規定により、補助金の受領は対象工事の
施工者に委任する予定です。 

☐ 
工事に要した費用から対象工事の施工者の工事費を差し引いた額を別添「工事

見積書の内訳証明書」記載の対象工事の施工者に支払います。 

補助金申請額  円  交付決定済額 
※1 回目
は 0円 円 施工者数 

（ ）社  うち傾斜修繕加算分 円   うち傾斜修繕加算分  円 

本補助事業に係る申請等事務手続きの一切について、下記の者を代行者として委任します。 

所 在 地 
〒 

 

会 社 名  

担当者名  電話番号  

傾斜修繕加算 
□ 

※半壊～全壊のみ 

（申請者）
現 住 所（建物名,号室） 

※避難している人は避難先 

〒 

 

  ふ り が な  

申請回数  氏名 

※共同住宅の場合は管理組合の理事長名 
 

    回目  電話番号 ※日中連絡のつく番号  



【支払前：代理受領の場合】 

別記様式第１号の２（第３条関係） 

工事見積書の内訳証明書 

（宛先）新潟市長 

 

 

 

 

 

本申請に係る工事の内容及び工事費（税抜）の内訳は、下記のとおりであることを証明します。 

 
受付窓口記入欄 

（対象工事の施工者） 
所在地 

〒 

 

 会社名  

 代表者名          （担当者    ） 

 電話番号  

補助対象外

経費 

・家具や家電製品等の動産に係る費用 

・発災日以前に着手した工事に係る費用 

・被災者住宅応急修理制度で計上した費用 

 
工

期 

令和  年  月  日から 

令和  年  月  日まで 

     

工事内容  金額（税抜）  

１.傾斜修繕   円 

２.屋根修繕   円 

３.外壁修繕   円 

４.開口部修繕   円 

５.基礎修繕   円 

６.内装、造付家具修繕   円 

７.電気、ガス、上下水道、水回り等の設備修繕   円 

８.敷地の舗装、車庫、物置等修繕、撤去等   円 

９.その他（                         ）   円 

合計(a)  円 

A：上記合計額(a)の千円未満を切り捨てた額 ,000 円 

B 
上
限
額 

□一部損壊 
□準半壊 
□半壊 
□中規模半壊 
□大規模半壊 
□全壊 

10 万円 
30 万円 
50 万円 
50 万円 

100 万円 
100 万円 

 
     ➡ 
＋□傾斜修繕 

加算 
50 万円 

※半壊～全壊のみ 

Ｂ       万円 傾斜修繕加算  b1       万円

補助金の上限額 b2       万円 

▼共同住宅の共用部（合算申請）の場合は、 
傾斜修繕加算 ：「50万円× 戸数」 
補助金の上限額：「補助金の上限額× 戸数」 

C 

交付決定済額    Ｃ         円 

うち傾斜修繕加算分ｃ1        円 
Ｃ － c1 ＝ ｃ2        円 

※（申請 1 回目は 0 円） 

D 

申請可能残額    Ｄ      ,000 円←（Ｂ－Ｃ） 

傾斜修繕加算残額 ｄ1     ,000 円←（b1－ｃ1） 

ｄ2     ,000 円←（b2－ｃ2） 

E  
全施工者の A の合算    E           円 

うち「１.傾斜修繕」の額  e1          円←千円未満を切り捨て 

うち 傾斜修繕以外の額   e2          円（＝E－e1）  
補助金申請額 F  ,000 円 （(e2 と d2 のいずれか小さい額)＋ｆ) 

うち傾斜修繕加算分 f ,000 円 (d1 と e1 のいずれか小さい額) 
 

傾斜修繕加算 

□ 
※半壊～全壊のみ 



【支払後：本人受領の場合】 

別記様式第２号（第３条関係） 

申請日及び報告日   年  月  日 
 

新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業 
補助金交付申請書兼実績報告書 

 

新潟市長 中原 八一 様 

新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。 

なお、本申請書兼実績報告書及び添付書類に記載の事項は事実に相違ありません。  

罹
災
証
明
書
か
ら
転
記 

罹災番号        

世帯主住所 ☐ 現住所と同じ ☐ 現住所以外 新潟市  区 

世帯主氏名 ☐ 申請者と同じ ☐申請者と異なる ➡ 世帯主氏名（         ） 

住家の被害の程度 □一部損壊 □準半壊 □半壊 □中規模半壊 □大規模半壊 □全壊 

被災物件種別 ☐ 専用住宅   ☐ 併用住宅（店舗、事務所などを併設） 

住宅の建て方 
☐ 戸建住宅    □長屋 □多世帯住宅（生活スペースが分離しているもの） 

☐ 共同住宅 ➡ ☐ 専用部：個人申請 ☐ 共用部：合算申請（申請戸数   戸） 

補助対象要件 
に関する確認 

☐ 本補助事業により修理し住み続ける予定です。 

☐ 本住宅は賃貸住宅ではありません。 

☐ 本補助事業の対象経費は、他の補助事業の対象経費とは重複しません。 

☐ 申請内容は本補助金に係る要綱・要領に定める各条項に適合します。 

確認事項 ☐ 
私の世帯に暴力団員又は暴力団等と関係を有する者はいません。 

必要に応じて市が警察に照会する場合は別途必要な書類の提出を行います。 

補助金申請額  円  交付決定済額 
※1 回目
は 0円     円 施工者数 

（ ）社   うち傾斜修繕加算分 円   うち傾斜修繕加算分 円 

金融機関名  
□銀  行 □信用金庫 

□信用組合 □(      ) 
 支店 

預金種別・口座番号 □普通 □当座 口座番号        

口座名義（カナ）   

本補助事業に係る申請等事務手続きの一切について、下記の者を代行者として委任します。 

所 在 地 〒 

会 社 名  

担当者名  電話番号  

 

傾斜修繕加算 
□ 

※半壊～全壊のみ 

（申請者） 現 住 所（建物名,号室） 
※避難している人は避難先 

〒 

 

  ふ り が な  

申請回数  氏名 

※共同住宅の場合は管理組合の理事長名 
 

    回目  電話番号 ※日中連絡のつく番号  



【支払後：本人受領の場合】 

別記様式第２号の２（第３条関係） 

工事費内訳証明書 

（宛先）新潟市長 

 

 

 

 

 

本申請に係る工事の内容及び工事費（税抜）の内訳は、下記のとおりであることを証明します。 

 
受付窓口記入欄 

 

（対象工事の施工者） 
所在地 

〒 

 

 会社名  

 代表者名          （担当者    ） 

 電話番号  

補助対象外

経費 

・家具や家電製品等の動産に係る費用 

・発災日以前に着手した工事に係る費用 

・被災者住宅応急修理制度で計上した費用 

 
工

期 

令和  年  月  日から 

令和  年  月  日まで 

     

工事内容  金額（税抜）  

１.傾斜修繕   円 

２.屋根修繕   円 

３.外壁修繕   円 

４.開口部修繕   円 

５.基礎修繕   円 

６.内装、造付家具修繕   円 

７.電気、ガス、上下水道、水回り等の設備修繕   円 

８.敷地の舗装、車庫、物置等修繕、撤去等   円 

９.その他（                         ）   円 

合計(a)  円 

A：上記合計額(a)の千円未満を切り捨てた額 ,000 円 

B 
上
限
額 

□一部損壊 
□準半壊 
□半壊 
□中規模半壊 
□大規模半壊 
□全壊 

10 万円 
30 万円 
50 万円 
50 万円 

100 万円 
100 万円 

 
     ➡ 
＋□傾斜修繕 

加算 
50 万円 

※半壊～全壊のみ 

Ｂ       万円 傾斜修繕加算  b1       万円

補助金の上限額 b2       万円 

▼共同住宅の共用部（合算申請）の場合は、 
傾斜修繕加算 ：「50万円× 戸数」 
補助金の上限額：「補助金の上限額× 戸数」 

C 

交付決定済額    Ｃ         円 

うち傾斜修繕加算分ｃ1        円 
Ｃ － c1 ＝ ｃ2        円 

※（申請 1 回目は 0 円） 

D 

申請可能残額    Ｄ      ,000 円←（Ｂ－Ｃ） 

傾斜修繕加算残額 ｄ1     ,000 円←（b1－ｃ1） 

ｄ2     ,000 円←（b2－ｃ2） 

E  
全施工者の A の合算    E           円 

うち「１.傾斜修繕」の額  e1          円←千円未満を切り捨て 

うち 傾斜修繕以外の額   e2          円（＝E－e1）  
補助金申請額 F  ,000 円 （(e2 と d2 のいずれか小さい額)＋ｆ) 

うち傾斜修繕加算分 f ,000 円 (d1 と e1 のいずれか小さい額) 
 

傾斜修繕加算 

□ 

※半壊～全壊のみ 



【支払前：代理受領の場合】 

別記様式第３号（第５条関係） 

 
            

    年  月  日 

 

         様 

新潟市長           

 

新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業 

補助金交付（不交付）決定通知書 

 

 

１．交付決定の内容（不交付決定の場合はその理由） 

交付決定番号  

交付申請日  

罹災番号  

交付決定額                    円 

 （うち傾斜修繕加算分） （                  円 ） 

（A）補助金上限額 ― 交付決定額                    円 

 （うち傾斜修繕加算分） （                  円 ） 

（A）欄に金額が記載されている場合は、（A）の額を上限に追加の補助金交付申請が可能です。 

２．交付条件 

（１）工事が完了した後速やかに実績報告書を提出すること。 

（２）上記交付決定額は申請段階における見込み金額であり、交付する補助金額については 

交付決定額の範囲内において、実績報告を受けて確定するものとする。 

（３）補助事業を廃止しようとするときは、市長に廃止承認申請書を提出すること。 

（４）補助事業に傾斜修繕工事を含む場合、これを必ず実施すること。傾斜修繕工事をしない 

ときは補助金が減額となる場合があります。 

（５）上記のほか、要綱及び要領の規定に反しないこと。 

３．注意事項 

（１）補助金に税額（消費税及び地方消費税）は含みません。補助金と工事金額との差額は、 

ご自身の負担で施工者にお支払いください。 

（２）補助事業の実績報告、複数回補助金の申請を行う場合は、本交付決定通知書を持参して 

ください。 



【支払前：代理受領の場合】 

別記様式第４号（第７条関係） 

            

    年  月  日 

（宛先）新潟市長 

（申請者） 〒 

住 所                     

ふりがな                     

氏 名                    

電話番号                     

 

新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業 

廃止承認申請書 

 

    年  月  日付   第     号の で交付決定のあった新潟市液状化等被

害住宅修繕支援事業について、次のとおり補助事業を廃止したいので申請します。なお、本申請

書に記載の事項は事実に相違ありません。 

 

 

１．被災住宅の所在地 

 

新潟市  区                     

 

 

２．廃止の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



【支払前：代理受領の場合】 

別記様式第５号（第７条関係） 

 

    年  月  日 

 

         様 

新潟市長          

 

 

新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業 

廃止承認・交付決定取消通知書 

 

 

    年  月  日付で申請のあった新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業の廃止の承

認について、その廃止を承認し、次のとおり補助金の交付の決定を取り消したので通知します。 

 

記 

 

１．補助金の交付決定の取り消し 

交付決定日及び番号    年   月   日付け    第     号 

被災住宅の所在地  

交 付 決 定 額                       円 

交付決定取消額                       円 

 

                         （参考） 

 
 交付決定済額 円 



【支払前：代理受領の場合】 

別記様式第６号（第８条関係） 

報告日   年  月  日 

 

新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業 
実績報告書 

 

新潟市長 中原 八一 様 

 

新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業補助金について、補助事業が完了したので次のとおり報告します。 

なお、本報告書及び添付書類に記載の事項は事実に相違ありません。 

 

交付算定額計算表 

 

 

（申請者） 現 住 所（建物名,号室） 
※避難している人は避難先 

〒 

 

 ふ り が な  

 氏名 
※共同住宅の場合は管理組合の理事長名 

 

 電話番号 ※日中連絡のつく番号  

罹災番号  

交付決定番号 第                号 

交付決定額               円（うち傾斜修繕加算分        円） 

交付算定額 交付算定額計算表のとおり 

代理受領に係る 

委任事項 
□ 本事業に係る補助金の受領に関する権限を別紙施工者に委任します。 

     

Ａ 施工者① 工事費内訳証明書  ,000 円 ①  うち「1．傾斜修繕」 円  

 施工者② 工事費内訳証明書 ,000 円 ②  うち「1．傾斜修繕」 円  

 施工者③ 工事費内訳証明書 ,000 円 ③  うち「1．傾斜修繕」 円  
      
      

Ｂ 交付決定額 ,000 円  うち傾斜修繕加算分 円  
     
    

 

 交付算定額の内訳（施工者①）X ,000 円  施工者①の代理受領額を記入（X≦①） 

 交付算定額の内訳（施工者②）Y ,000 円  施工者②の代理受領額を記入（Y≦②） 

 交付算定額の内訳（施工者③）Z ,000 円  施工者③の代理受領額を記入（Z≦③） 

     

Ｃ 交付算定額（X+Y+Z） ,000 円  B≧C であること 
  

傾斜修繕加算 

□ 

※半壊～全壊のみ 



【支払前：代理受領の場合】 

別記様式第６号の２（第８条関係） 

工事費内訳証明書 

（宛先）新潟市長 

 

 

 

 

 

本申請に係る工事の内容及び工事費（税抜）の内訳は、下記のとおりであることを証明します。 

 
 
補助金を受領する場合は、その受領に関する権限の委任を受けることを承諾します。 
また、補助金は下記の口座に振り込んでください。 
 

金融機関名  
□銀  行 □信用金庫 

□信用組合 □(      ) 
 支店 

預金種別 □普通  □当座 口座番号        

口座名義（カナ）  

 

（対象工事の施工者） 
所在地 

〒 
 

 会社名  

 代表者名 （担当者   ） 

 電話番号  

申請者記入欄 

施工者 

番 号 
 

補助対象外

経費 

・家具や家電製品等の動産に係る費用 

・発災日以前に着手した工事に係る費用 

・被災者住宅応急修理制度で計上した費用 

 
工

期 

令和  年  月  日から 

令和  年  月  日まで 

     

工事内容  金額（税抜）  

１.傾斜修繕   円 

２.屋根修繕   円 

３.外壁修繕   円 

４.開口部修繕   円 

５.基礎修繕   円 

６.内装、造付家具修繕   円 

７.電気、ガス、上下水道、水回り等の設備修繕   円 

８.敷地の舗装、車庫、物置等修繕、撤去等   円 

９.その他（                         ）   円 

合計(a)  円 

A：上記合計額(a)の千円未満を切り捨てた額 ,000 円 

傾斜修繕加算 

□ 
※半壊～全壊のみ 



【支払前：代理受領の場合】 

別記様式第７号（第１０条関係） 

 

            

    年  月  日 

 

         様 

新潟市長          

 

新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業 

補助金確定通知書 

 

    

 

１．補助金確定の内容 

交付決定番号  

交付申請日  

罹災番号  

交付決定額 円 

確定額 円 

備考 

【代理受領に係る事項】 

 

 

 

を振り込みます。 

  

 

２．注意事項 

（１）補助事業の実績報告、複数回補助金の申請を行う場合は、本交付決定通知書を持参してくだ

さい。 

 

 

 

 



【支払前：代理受領の場合】 

別記様式第７号の２（第１０条関係） 

 

            

    年  月  日 

 

         様 

新潟市長          

 

新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業 

代理受領額確定のお知らせ 

 

 

 

 

１．お知らせの内容 

交付決定番号  

申請者氏名  

代理受領額 円（税抜き） 

 

  ２．注意事項 

（１）振込事務に最大で６０日程度かかります。電話等でお問い合わせいただいても、支払日は

ご回答できません。 

 

 



【支払後：本人受領の場合】 

別記様式第８号（第１０条関係） 

 

            

    年  月  日 

 

         様 

新潟市長          

 

新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業 

補助金交付決定及び確定通知書 

 

 

 

 

１．交付決定及び確定の内容 

交付決定番号  

交付申請日  

罹災番号  

交付決定額及び確定額               円 

 （うち傾斜修繕加算分） （                    円 ） 

（A）補助金上限額 ― 交付決定額               円 

 （うち傾斜修繕加算分） （                    円 ） 

（A）欄に金額が記載されている場合は、（A）の額を上限に追加の補助金交付申請が可能です。 

  ２．注意事項 

（１）補助金に税額（消費税及び地方消費税）は含みません。補助金と工事金額との差額は、ご自身

の負担で施工者にお支払いください。 

（２）振込事務に最大で６０日程度かかります。電話等でお問い合わせていただいても、     

支払日はご回答できません。 

 



【支払前、支払後共】 

別記様式第９号（第１１条関係） 

 

    年  月  日 

 

         様 

新潟市長          

 

 

新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業 

補助金交付決定（及び確定）取消通知書 

 

 

    年  月  日付で申請のあった新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業について、次

のとおり補助金の交付の決定（及び確定）を取り消したので通知します。 

 

記 

 

１．補助金の交付決定（及び確定）の取り消し 

交付決定 

（及び確定）日 

及び番号 

   年   月   日付け    第     号 

被災住宅の所在地  

交付決定 

（及び確定）額 
                      円 

交付決定 

（及び確定）取消額 
                      円 

 

２．取り消しの理由 

 



【支払前、支払後共】 

別記様式第１０号（第１２条関係） 

 

            

    年  月  日 

 

         様 

新潟市長          

 

新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業 

補助金返還命令書 

 

    年  月  日付   第     号の で交付決定（及び確定）を取り消した新潟

市液状化等被害住宅修繕支援事業について、次のとおり返還を命じる。 

 

記 

 

１．返還額 

 

 

 

 

 

２．返還期限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【支払前：代理受領の場合】 

別記様式第１１号（附則第２条関係） 

申請日   年  月  日 
 

新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業 
補助金変更申請書 

 

新潟市長 中原 八一 様 

 

 

新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業補助金の交付決定の内容の変更について、次のとおり申請します。 

なお、本申請書及び添付書類に記載の事項は事実に相違ありません。 

 

交付決定番号  

交付決定日  

罹災番号  

変更前 交付決定額  

補助金変更申請額  

 うち傾斜修繕加算分  

 

 

  

（申請者） 現 住 所（建物名,号室） 
※避難している人は避難先 

〒 

 

 ふ り が な  

申請回数 
 氏名 

※共同住宅の場合は管理組合の理事長名  

   回目  電話番号 ※日中連絡のつく番号  

傾斜修繕加算 

□ 
※半壊～全壊のみ 



【支払前：代理受領の場合】 

別記様式第１１号の２（附則第３条関係） 

工事見積書の内訳証明書 

（宛先）新潟市長 

 

 

 

 

 

本申請に係る工事の内容及び工事費（税抜）の内訳は、下記のとおりであることを証明します。 

 
受付窓口記入欄 

（対象工事の施工者） 
所在地 

〒 

 

 会社名  

 代表者名          （担当者    ） 

 電話番号  

補助対象外

経費 

・家具や家電製品等の動産に係る費用 

・発災日以前に着手した工事に係る費用 

・被災者住宅応急修理制度で計上した費用 

 
工

期 

令和  年  月  日から 

令和  年  月  日まで 

     

工事内容  金額（税抜）  

１.傾斜修繕   円 

２.屋根修繕   円 

３.外壁修繕   円 

４.開口部修繕   円 

５.基礎修繕   円 

６.内装、造付家具修繕   円 

７.電気、ガス、上下水道、水回り等の設備修繕   円 

８.敷地の舗装、車庫、物置等修繕、撤去等   円 

９.その他（                         ）   円 

合計(a)  円 

A：上記合計額(a)の千円未満を切り捨てた額 ,000 円 

B 
上
限
額 

□一部損壊 
□準半壊 
□半壊 
□中規模半壊 
□大規模半壊 
□全壊 

10 万円 
30 万円 
50 万円 
50 万円 

100 万円 
100 万円 

 
     ➡ 
＋□傾斜修繕 

加算 
50 万円 

※半壊～全壊のみ 

Ｂ       万円 傾斜修繕加算  b1       万円

補助金の上限額 b2       万円 

▼共同住宅の共用部（合算申請）の場合は、 
傾斜修繕加算 ：「50万円× 戸数」 
補助金の上限額：「補助金の上限額× 戸数」 

C 

交付決定済額    Ｃ         円 

うち傾斜修繕加算分ｃ1        円 
Ｃ － c1 ＝ ｃ2        円 

※（申請 1 回目は 0 円） 

D 

申請可能残額    Ｄ      ,000 円←（Ｂ－Ｃ） 

傾斜修繕加算残額 ｄ1     ,000 円←（b1－ｃ1） 

ｄ2     ,000 円←（b2－ｃ2） 

E  
全施工者の A の合算    E           円 

うち「１.傾斜修繕」の額  e1          円←千円未満を切り捨て 

うち 傾斜修繕以外の額   e2          円（＝E－e1）  
補助金申請額 F  ,000 円 （(e2 と d2 のいずれか小さい額)＋ｆ) 

うち傾斜修繕加算分 f ,000 円 (d1 と e1 のいずれか小さい額) 
 

傾斜修繕加算 

□ 

※半壊～全壊のみ 



【支払前：代理受領の場合】 

別記様式第１２号（第６条関係） 

 
            

    年  月  日 

 

         様 

新潟市長           

 

新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業 

補助金交付（不交付）決定変更通知書 

 

 

１．交付決定の内容（不交付決定の場合はその理由） 

交付決定番号  

変更交付申請日  

罹災番号  

変更交付決定額 円 

 （うち傾斜修繕加算分） （                   円） 

（A）補助金上限額 ― 交付決定額               円 

 （うち傾斜修繕加算分） （                   円） 

（A）欄に金額が記載されている場合は、（A）の額を上限に追加の補助金交付申請が可能です。 

 

２．交付条件 

（１）工事が完了した後速やかに実績報告書を提出すること。 

（２）上記交付決定額は申請段階における見込み金額であり、交付する補助金額については 

交付決定額の範囲内において、実績報告を受けて確定するものとする。 

（３）補助事業を廃止しようとするときは、市長に廃止承認申請書を提出すること。 

（４）補助事業に傾斜修繕工事を含む場合、これを必ず実施すること。傾斜修繕工事をしない 

ときは補助金が減額となる場合があります。 

（５）上記のほか、要綱及び要領の規定に反しないこと。 

 

３．注意事項 

（１）補助金に税額（消費税及び地方消費税）は含みません。補助金と工事金額との差額は、 

ご自身の負担で施工者にお支払いください。 

（２）補助事業の実績報告、複数回補助金の申請を行う場合は、本交付決定通知書を持参して 

ください。 


